
特殊通行規制区間
　・一般県道　県民の森矢板線
　　規制基準：パトロール状況により判定

　　規制区間：矢板市長井（林道分岐点）

　　　　　　　～　矢板市寺山（川音橋）

特殊通行規制区間

お問い合わせ

〒329-2163 矢板市鹿島町20-11

矢板土木事務所 保全部

℡0287-44-2538


